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議案第１１４号

唐津市体育施設条例の一部を改正する条例制定について

唐津市体育施設条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

提案理由 唐津市相知天徳の丘運動公園テニスコートの整備及び体育施設の廃止

に伴い改正するものである。
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唐津市条例第 号

唐津市体育施設条例の一部を改正する条例

唐津市体育施設条例（平成１７年条例第３２６号）の一部を次のように改正する。

別表第１テニスコートの部中「唐津市相知天徳の丘運動公園硬式庭球場」を「唐

津市相知天徳の丘運動公園テニスコート」に改め、同部唐津市相知軟式庭球場の項

を削る。

別表第２の５（１）イの表中「唐津市鎮西スポーツセンターテニスコート」を

「唐津市相知天徳の丘運動公園テニスコート、唐津市鎮西スポーツセンターテニス

コート」に改める。

別表第２の５（１）ウの表中「唐津市相知天徳の丘運動公園硬式庭球場、唐津市

相知軟式庭球場、」を削る。

別表第２の５（３）の表中「唐津市相知軟式庭球場」を「唐津市相知天徳の丘運

動公園テニスコート」に改め、同表に次のように加える。

別表第２の５の表中（３）の表を（４）の表とし、（２）の表の次に次の１表を

加える。

(3) 壁打ちコート個人利用

唐津市相知天徳の丘運動公園テニスコート

別表第２の１１の表中唐津市立高島小学校運動場の項及び旧唐津市立納所小学校

運動場の項を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第２の１１の表の改

唐津市相知天徳の丘運動公園テニスコート

（壁打ちコート）

５０円

区分 金額（１時間当たり）

一般 １１０円

生徒・児童 ５０円
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正規定（唐津市立高島小学校運動場の項を削る部分に限る。）は、公布の日から

施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の唐津市体育施設条例別表第２の規定は、この条例の施

行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料につ

いては、なお従前の例による。

（準備行為）

３ この条例による改正後の唐津市体育施設条例の規定による体育施設の利用許可

その他利用許可に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことがで

きる。
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議案第１１５号

唐津市保健センター条例の一部を改正する条例制定について

唐津市保健センター条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとす

る。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

提案理由 唐津市相知町保健センター及び唐津市肥前町保健センターを廃止する

ことに伴い改正するものである。
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唐津市条例第 号

唐津市保健センター条例の一部を改正する条例

唐津市保健センター条例（平成１７年条例第１７１号）の一部を次のように改正

する。

題名を次のように改める。

唐津市厳木町保健センター条例

第１条中「唐津市保健センター」を「唐津市厳木町保健センター」に改める。

第２条を次のように改める。

（名称及び位置）

第２条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 唐津市厳木町保健センター

位置 唐津市厳木町中島１３４８番地１

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第１１６号

唐津市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例制定について

唐津市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するも

のとする。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

提案理由 唐津市ひれふりランドを廃止することに伴い改正するものである。
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唐津市条例第 号

唐津市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例

唐津市条例の廃止に関する条例（平成１７年条例第３５２号）の一部を次のよう

に改正する。

本則に次の１号を加える。

(169) 唐津市ひれふりランド条例（平成１７年条例第１１４号）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の唐津市ひれふりラ

ンド条例の規定により施設を利用した者に係る使用料の取扱いについては、なお

従前の例による。
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議案第１１７号

唐津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部を改正する条例制定について

唐津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例を別紙のように制定するものとする。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

提案理由 児童福祉法等の一部改正等に伴い改正するものである。
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唐津市条例第 号

唐津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部を改正する条例

（唐津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正）

第１条 唐津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第２８号）の一部を次のように改正する。

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

第１７条第２項を次のように改める。

２ 前項の規定にかかわらず、家庭的保育事業者等は、次の表の左欄に掲げる健

康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は

第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項にお

いて「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康診断等がそ

れぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められると

きは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場

合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等

の結果を把握しなければならない。

第２３条第２項中「保育士又は」を「保育士（法第１８条の２７第１項に規定

する認定地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）の区域内にある家

庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に

係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保育士」とい

う。））又は」に改める。

児童相談所等における乳児又は幼児

（以下「乳幼児」という。）の利用

開始前の健康診断

利用乳幼児に対する利用開始時の健

康診断

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の健

康診断、定期の健康診断又は臨時の

健康診断
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第２９条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある小規

模保育事業所Ａ型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る地

域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。

第３１条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある小規

模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る地

域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。

第４４条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある保育

所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に

係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。

第４７条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある小規

模型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に

係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。

附則第９項中「この項において」を削る。

附則に次の１項を加える。

１１ 認定地方公共団体の区域内にある小規模保育事業所Ａ型等についての前項

の規定の適用については、同項中「除く。）」とあるのは、「除く。）又は当

該小規模保育事業所Ａ型等が所在する認定地方公共団体の区域に係る地域限定

保育士」とする。

（唐津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正）

第２条 唐津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第２９号）の一部を次のように改正する。

第１５条第１項第１号中「この号及び次号において」を削る。

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連

携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園法第

２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては学校

教育法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各

号）」に改める。
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（唐津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正）

第３条 唐津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。

第１０条第３項第１号中「保育士」の次に「（法第１８条の２７第１項に規定

する認定地方公共団体の区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保

育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限

定保育士）」を加える。

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

（唐津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正）

第４条 唐津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令

和７年条例第１２号）の一部を次のように改正する。

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

第２０条第３項中「平成１８年法律第７７号」の次に「。以下「認定こども

園法」という。」を加える。

第２２条第１項中「国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１２

条の５第５項」を「法第１８条の２７第１項」に、「事業実施」を「認定地方公

共団体の」に、「国家戦略特別区域限定保育士」を「法第１８条の２９に規定す

る地域限定保育士」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（唐津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の一部改正）

２ 唐津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例（令和６年条例第３１号）の一部を次のように改正する。

附則第２項中「この条例による改正後の」及び「（以下「新条例」とい
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う。）」を削り、「新条例第２９条第２項第３号」を「同条例第２９条第２項第

３号」に、「新条例第２９条第２項第４号」を「同条例第２９条第２項第４号」

に改める。
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議案第１１８号

唐津市火入れに関する条例の一部を改正する条例制定について

唐津市火入れに関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものと

する。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

提案理由 林野火災に関する注意報等の発令時における火の使用の制限に係る規

定の新設等に伴い改正するものである。
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唐津市条例第 号

唐津市火入れに関する条例の一部を改正する条例

唐津市火入れに関する条例（平成１７年条例第２０７号）の一部を次のように改

正する。

第１４条第１項中「、異常乾燥注意報」を「若しくは乾燥注意報が発表された場

合」に改め、同条第２項中「注意報」の次に「が発表されたとき」を加える。

第１７条を第１８条とし、第１６条を第１７条とし、第１５条を第１６条とし、

第１４条の次に次の１条を加える。

（林野火災に関する注意報等の発令時における火の使用の制限）

第１５条 火入者及び火入責任者は、唐津市火災予防条例（平成１７年条例第

３３９号。以下この条において「火災予防条例」という。）の規定による林野火

災に関する注意報が発令された場合は、火の使用の制限の努力義務の対象として

指定された区域を確認するとともに、当該注意報が解除されるまでの間、同条例

に規定する火の使用の制限に従うよう努めなければならない。

２ 火入者及び火入責任者は、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報が発

令された場合は、火の使用の制限の対象として指定された区域を確認するととも

に、当該警報が解除されるまでの間、火災予防条例に規定する火の使用の制限を

徹底しなければならない。

附 則

この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、第１４条の改正規定は、

公布の日から施行する。
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議案第１１９号

唐津市火災予防条例の一部を改正する条例制定について

唐津市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

提案理由 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱い

に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正等に伴い改正

するものである。
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唐津市条例第 号

唐津市火災予防条例の一部を改正する条例

唐津市火災予防条例（平成１７年条例第３３９号）の一部を次のように改正す

る。

目次中

「

第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２９条の２―

第２９条の７）

」

を

「

第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２９条の２―

第２９条の７）

第３章の３ 林野火災の予防（第２９条の８・第２９条の９）

」

に改める。

第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中「サウナ室

に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般サウナ設備（簡易サ

ウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をいう。以下同

じ。）」に改め、同項第２号及び同条第２項中「サウナ設備」を「一般サウナ設

備」に改め、同条を第７条の３とし、第７条の次に次の１条を加える。

（簡易サウナ設備）

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント

型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又はバレル型サウ

ナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）に設ける放熱

設備であって、定格出力６キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱

源とするものをいう。以下同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によらな

ければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃

性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等
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の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断するこ

とができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サ

ウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用でき

る位置に消火器を設置した場合は、この限りではない。

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準につ

いては、第３条（第１項第１号、第１０号から第１４号まで、第１７号から第

１８号の３まで、第２項第６号及び第３項並びに第４項を除く。）及び第５条第

１項の規定を準用する。

第２９条中「火災に関する警報」を「火災に関する警報（法第２２条第３項に

規定する火災に関する警報をいう。以下同じ。）」に改め、同条第７号を削る。

第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカー」を

加える。

第３章の２の次に次の１章を加える。

第３章の３ 林野火災の予防

（林野火災に関する注意報）

第２９条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林野火

災」という。）の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報

を発することができる。

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、

市の区域内に在る者は、第２９条各号に定める火の使用の制限に従うよう努めな

ければならない。

３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使用の制

限の努力義務の対象となる区域を指定することができる。

（林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制

限）

第２９条の９ 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したと

きは、林野火災の発生の危険性を勘案して、第２９条各号に定める火の使用の制
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限の対象となる区域を指定することができる。

第４２条の３第１項第３号中「第４５条」を「第４５条第１項」に改める。

第４４条第６号の次に次の１号を加える。

(6)の2 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。）

第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。

第４５条第１号中「行為」を「行為（たき火を含む。）」に改め、同条に次の１

項を加える。

２ 消防署長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象となる期

間及び区域を指定することができる。

附 則

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。

(1) 目次の改正規定、第２９条の改正規定、第３章の２の次に１章を加える改正

規定、第４２条の３第１項の改正規定及び第４５条の改正規定 令和８年１月

１日

(2) 第７条の２の改正規定、同条を第７条の３とし、第７条の次に１条を加える

改正規定、第２９条の７第１項の改正規定及び第４４条の改正規定 令和８年

３月３１日
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議案第１２０号

唐津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき市議会の同意を求め

ることについて（その１）

次の者を唐津市固定資産評価審査委員会委員に選任することにつき市議会の同意

を求める。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

住 所 １１１１１１１１１１１１１１１１

氏 名 山 口 博

生年月日 １１１１１１１１１１

提案理由 地方税法第４２３条第３項の規定により市議会の同意を求めるもので

ある。

－19－





議案第１２０号参考資料

山 口 博１１１１１１１１１１１１１
やま ぐち ひろし

略 歴

１１１１１１１１ １１１１１１１１１１

１１１１１１１１ １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１

１１１１１１１１ １１１１１１１１

１１１１１１１１ １１１１１１１１１１１１１１１１１

平成１２年 ４ 月 唐津市固定資産評価審査委員会委員

平成１６年１２月 同委員会委員を退任（市町村の廃置分合により平成１６年

１２月３１日失職）

平成１７年 １ 月 唐津市固定資産評価審査委員会委員（市町村の廃置分合に

伴う暫定委員）

平成１７年 ２ 月 唐津市固定資産評価審査委員会委員（現在に至る）
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議案第１２１号

唐津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき市議会の同意を求め

ることについて（その２）

次の者を唐津市固定資産評価審査委員会委員に選任することにつき市議会の同意

を求める。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

住 所 １１１１１１１１１１１１１１

氏 名 中 江 千 佳 子

生年月日 １１１１１１１１１１

提案理由 地方税法第４２３条第３項の規定により市議会の同意を求めるもので

ある。
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議案第１２１号参考資料

中 江 千 佳 子１１１１１１１１１１１１１
なか え ち か こ

略 歴

１１１１１１１１ １１１１１１１１１

１１１１１１１１ １１１１１１１１１１１１１１１１１１

１１１１１１１１ １１１１１１１１１１１１１１１１１

１１１１１１１１ １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１

１１１１１１１１ １１１１１

平成２９年 ２ 月 唐津市固定資産評価審査委員会委員（現在に至る）
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議案第１２２号

唐津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき市議会の同意を求め

ることについて（その３）

次の者を唐津市固定資産評価審査委員会委員に選任することにつき市議会の同意

を求める。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

住 所 １１１１１１１１１１１１１１

氏 名 吉 田 洋 司

生年月日 １１１１１１１１１

提案理由 地方税法第４２３条第３項の規定により市議会の同意を求めるもので

ある。
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議案第１２２号参考資料

吉 田 洋 司１１１１１１１１１１１１
よし だ よう じ

略 歴

１１１１１１１１ １１１１１１１１１１１

昭和５４年 ４ 月 唐津市に奉職

平成１２年 ４ 月 総務部財政課財政調整専門員

平成１５年 ７ 月 総務部税務課庶務係長

平成２２年 ４ 月 財務部税務課長

平成２４年 ４ 月 教育委員会事務局教育副部長兼教育総務課長事務取扱

平成２５年 ４ 月 教育委員会事務局教育部長

平成２８年 ３ 月 唐津市を退職

１１１１１１１１ １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１

平成３０年１１月 唐津市固定資産評価審査委員会委員（現在に至る）

令和 ３ 年 ６ 月 唐津市選挙管理委員会委員（現在に至る）

令和 ６ 年 ６ 月 唐津市選挙管理委員会委員長（現在に至る）
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議案第１２３号

唐津市教育委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについて

次の者を唐津市教育委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

住 所 １１１１１１１１１１１１１１１１１

氏 名 土 屋 由 起 子

生年月日 １１１１１１１１１

提案理由 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により

市議会の同意を求めるものである。
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議案第１２３号参考資料

土 屋 由 起 子１１１１１１１１１１１１
つち や ゆ き こ

略 歴

１１１１１１１１ １１１１１１１１１１１１１

１１１１１１１１ １１１１１１１１１１１１１１１１１１１

１１１１１１１１ １１１１１１１

１１１１１１１１ １１１１１１１１１１

１１１１１１１１ １１１１１１１１１１１１１
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議案第１２４号

唐津市ふるさと会館の指定管理期間の変更について

次のとおり指定管理期間を変更する。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

提案理由 新唐津市民会館（仮称）の建設スケジュールを踏まえ、指定の期間を

変更するものである。

議 決 年 月 日

及び議案番号

内 容

事項名 変 更 後 変 更 前

令和６年１２月２３日

議案第１２２号

指定の

期間

令和３年４月１日から

令和９年３月３１日まで

令和３年４月１日から

令和８年３月３１日まで
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議案第１２５号

唐津城関連施設の指定管理期間の変更について

次のとおり指定管理期間を変更する。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

提案理由 唐津城の改修スケジュールを踏まえ、指定の期間を変更するものであ

る。

議 決 年 月 日

及び議案番号

内 容

事項名 変 更 後 変 更 前

令和４年１２月２２日

議案第１４１号

指定の

期間

令和５年４月１日から

令和９年３月３１日まで

令和５年４月１日から

令和８年３月３１日まで
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議案第１２６号

唐津休日急患センターの指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定する。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

１ 管理を行わせる公の施設の名称

唐津休日急患センター

２ 指定管理者となる団体の名称

一般社団法人唐津東松浦医師会

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

提案理由 唐津休日急患センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により提案するものである。
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議案第１２７号

唐津市高齢者ふれあい会館の指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定する。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

１ 管理を行わせる公の施設の名称

唐津市高齢者ふれあい会館

２ 指定管理者となる団体の名称

社会福祉法人唐津市社会福祉協議会

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

提案理由 唐津市高齢者ふれあい会館の指定管理者を指定したいので、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。
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議案第１２８号

唐津市呼子台場都市漁村交流施設の指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定する。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

１ 管理を行わせる公の施設の名称

唐津市呼子台場都市漁村交流施設

２ 指定管理者となる団体の名称

佐賀玄海漁業協同組合

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

提案理由 唐津市呼子台場都市漁村交流施設の指定管理者を指定したいので、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。
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議案第１２９号

唐津みなと交流センターの指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定する。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

１ 管理を行わせる公の施設の名称

唐津みなと交流センター

２ 指定管理者となる団体の名称

呼子海運株式会社

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

提案理由 唐津みなと交流センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。
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報告第２０号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事

項に関する条例（平成１７年条例第９号）第１号の規定により、次のとおり専決処

分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。

令和７年１２月１日 提出

唐津市長 峰 達 郎

専 決 処 分 書

損害賠償額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（平成１７年条例第９号）第

１号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１０月１４日

唐津市長 峰 達 郎

１ 事故の内容

ホース乾燥塔に吊り下げた唐津市消防団厳木支団管理の消防用ホースの普通自

動車への接触による物損事故

２ 事故発生年月日

令和７年７月１４日

３ 事故発生場所

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１

４ 損害賠償の額

金４７５，２００円

５ 損害賠償及び和解の相手方

１１１１１１１１１１１１１１１１１

１１１１１１１

６ 和解の要旨
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(1) 唐津市は、５の損害賠償及び和解の相手方に対し４の損害賠償の額を支払う。

(2) 前号以外に唐津市と５の損害賠償及び和解の相手方の間には何ら債権債務が

存在しないことを相互に確認する。
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